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m

英

國

の

勞

働

黨

は

何

%

 

要

求

す

る

や

堀

江

：歸

一

英
阈
の
勢
働
黨
は
近
脂
に
至
る
ま
で
、
職
工
組
合
、
 

獨
立
勞
侧
熬
、
フ

H

ビ
ャ
ン
結
社
、
婦
人
勞
働
組
合
、
 

三
！
！

の
沿
®

組
合
、
職
槳
僉
識
幷
に
地
方
勞
働
黨
の
聯

年
の
總
選
摩
に
於
て
は
、
下
院
に
於
け
る
勞
働
黛
所
風 

議
員
の
數
を
四
十t

一
 

名
に
達
せ
し
め
自
ら
政
界
に
於
て 

一
の
勢
力
を
以
て
目
せ
ら
る
、
に
至
れ
り
。
然
も
^ 1

.ほ 

.
自
己
の
立
脚
地
に
基
き
て
、
藤
史
的〗

一
大
政
黨
に
對
抗 

す
る
に
は
、
其
實
カ
に
足
ら
ざ
る
も
の
あ
れ
る
は
勿
論 

政
黨
の
形
態
を
備
へ
た
り
ビ
云
は
ん
ょ
“
は
祺
ろ
勞
働 

者
園
體
ビ
社
會
主
義
者
團
體v

j

の
聯
合
に
止
ま
れ
り
、 

即
ち
ア
ー
ナ
ー
、

ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
が「

苦
し
も
勞
働 

に
し
て
社
會
に
於
け
る
秧
序
を
新
に
す
る
の
意
嚮
を
有 

せ
ん
か
ヽ
其
政
治
» |

體
を
改
造
し
、民
主
政
治
に
根
據
を

合
#
に
外
な
ら
ざ
り
き
。
其
起
る
や
、
.政
治
に
關
係
せ
ー
磴
き
、
新
政
治
的
良
心
に
依
り
、
主
義
政
策
を
#
す
る
國 

ざ
る
職
工
組
合
運
動
に
*
:き
、
千
八
1-
1
九
十
九
年
職
エ\

民
的
政
黨
た
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず」

ビ
云
へ
る
も
の
 ヽ

紺
合
食
議
に
於
て
、
議
院
に
於
け
る
勞
働
漭
代
表
謎
嶎\

眞
に
赞
働
者
刚
體
の
將
來
に
嚮
ぅ
可
き
方
針
を
示
し
た 

を
增
加
す
る
乎
段
を
議
す
る
際
に
始
ま
れ
り
。
其
後
一
る
も
の
と
す
る
を
得
。
EI
ょ
-

CS

上
記
の
如
&
改
造
や
新 

尔
に
し
て
、
議
院
に
#
別
の
勞
働
漭
围
體
を
生
じ
、
自
組
織
は
今
尙
ほ
完
全
に
達
成
せ
ら
る
、
に
：虫
ら
ず
S
雖 

ら
指
抓
漭
を
骰
き
、
又
自
己
の
政
策
を
懷
抱
す
る
に
至
も
、
非
主
要
の
原
則
は
明
に
指
示
せ
ら
れ
た
り
。
W
び 

れ
る
が
、
次
第
に
所
風
者
の
數
を
增
加
し
、
千
九
西
十
へ
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
の
言
を
»

6
て
之
を
說
明
す
可
し
。

熔
十
彐

^

(

1
〇
四
九)

：，
雜

錄

‘英
踽
の
勞
働
激
は
何
か
袈
求
す
る
や 

0
A
0

九
七



第

十

三

接

o
oat
o)

雜

鎢

英

の̂
勞
働
激
ば
何
な
要
求
す
る
や 

第

八

號

为

/\

0
ぐ

？
..：
'
.

新
政
黨
が
何
を
綱
領
ミ
ず
る
や
の
槪
略
は
新
聞
紙
に 

注
意
す
る
^

の
椎
«

す
る
r f
/ L

る

可

し

。

其

#
®'
は 

要
す
る
に
飢
織
あ
る
勞
働
階
級
：の
運
®

を
极
據
S

し 

a

つ
腕
力
幷
ル
腦
力
を
以
て
勞
働
す
る
各
勞
働
漭
R
 

.

_
放
せ
ら
る
.
S

H

K

的
民
主
政
黨
を
組
織
す
る
の1

■ 

事
に
外
な
ら
す
。
此
計
畫
の
1 '

に
於
て
、
勞
働
潆
は 

急
速
代
、
又
靜
«

に
.

改
造
せ
ら
れ
て
、
全
國
に
亘
る
國 

民
的
政
治
團
體
と
爲
り
、
各
地
方
の
選
擧
區
に
支
部 

を
有
し
、
勞
働
薪
は
勿
論
一
般
公
民
は
其
货
女
の
別 

を
問
は
ず
、
之
を
支
部
員
と
す
可
し
。
蓋
し
政
治
上
の 

民
.

主
令
義
は
階
級
的
利
害
を
眼
中
に
殷
.

き
て
ヽ
成
立
：
 

す
る
能
は
ざ
る
を
以
て
、
斯
く
興
範
圆
を
擴
張
す
る 

を
必
要
^

す
れ
ば
な
り
。
而
し
て
各
地
方
の
支
部
ょ 

り
物
®

上
幷
に
精
時
上
の
採
肋
を
受
く
る
^

共
に
、 

勞
働
黨
は
所
風
勢
働
蔣
の
投
翦
權
幷
に
代
表
權
を
®

 

重
し
て
、一

の
協
1

會
を
組
織
.

し
、
又
地
方
に
も
间

様
の
機
關
を
組
織
し
、
綠
て

a
の
綱
領
を
承
認
し
、 

:.典

計
皲
に
す
る
切
女
勞
働
翁
を
網
羅
す

る

> 

V
と 

に
依
て
、
益
々
勢
力
を
社
會
に
張
る
を

#
ベ
し
。 

元
來
英
國
の
勞

#
M動
ば

^
#を
極
め
、
又
多
岐
に 

渉
る
も
の
あ
り
せ
雖
名
侦
ほ
或
る
趨
勢
の
動
沪
す
可
か 

ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
典

®
著
な
る
も
の
は
純
料
©
職
工 

紐
合
主
義

'ょ
6

.、
M
ktt
會
主
義
的
色
彩
を
帘
す
る
社 

會
上
幷
に
政
治
上
の
活g

に
移
り
つ 
>
あ
る

の 
一
■

に 

し
て
、
今
や
社
會
主
義
的
感
情
の
昂
進
は
事
實
に
於
て 

之
を
掩
ぅ
可
か
ら
ず
。
现
に
千
八
西
七
十
四
4
始
め
て
：
 

勞
働
考
の

«
員
候
：補

«
が
選
擧
を
爭
ひ
た
6

:時
ょ
り
獨

. 

立
勞
働
黨
組
織
の
時
に
至
る
ま
で
、
社
會
主
義
の
.宣
傅 

溝
は
常
に
世
上
に4H.

眼
視
せ
ら
れ
た
る
に
拘
は
ら
ず
、 

今
日
に
於
て
は
英
國
の
勞
働
政
策
に
於
て
、

フ
エ
ビ
ャ 

ン
結
社
、
獨
立
勞
働
黨
の
業
績
を
却
す
る
能
は
ざ
る 

と
共
に
、
此
運
動
.に
干
與
す
る
人
物
に
尊
敬
を
挪
は
ざ 

る
可
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
。 

‘

U

 

'

:'
/

 

を
興
ふ
る
生
活
狀
滕
の
: 1

小
標
準
を
腐
行
す
る
の
'政
策 

英
國
勞
働
黨
の
特
別
裘
員
會
は
頃
者
ま
汐
新
綱
領
を
も
亦
必
要V」

せ
ら
れ
、
結
：局
勞
働
黨
は
.

(

第
1

)

國
I

 

制
宛
し
、
次
ひ
で
部
次
大
會
の
承
認
ず
る
所
ビ
爲
れ
る
：

最
小
限
度
の1

般
的
厲
行(

第1
1)

產
業
の
民
主
的
管
理 

が
ヽ
.
興
訐
皲
す
る
所
は
、(

一)

鐵i
、

一
運
河
、
船
舶
、

(

第
三)

a

家
財
政
の
革
命(

第
四)

公
共
利
益
の
爲
め
•に 

鑛
山
、
電
氣
の
國
有
、.(

ニ)

述
輸
交
®
の
機
能
を
國
民
す
る
餘
剩
財
の
利
用
を
社
會
を
建
立
す
る
四
個
の
柱
に 

に
普
及
.し
、
且
與
中
央
#

に
地
方
に
於
け
る
經
營
に
舞
：

|

充
て
ん
と
す
る
も
の
な
.

>

:°
然

ら

ば

以

上

の

目

的

を

達
 

織
あ
る
勞
働
漭
を
參
加
せ
し
む
る
こ
ビ
、(

三)

家

庭

用

；す
る
爲
め
に
、：勞
働
黨
は
如
何
な
る
方
便
に
依
賴
す
る 

の
石
炭
を
分
配
す
：る
業
務
は
公
選
地
方
.議
會
を
し
て
其
：

I 
'や
マし
云
へ
.
ば、

政
治
上
の
手
段
の
如
き
、
固

ょ

其

否 

地
; #

の
爲
め
に
行
は
し
：む
る
こ
^

、(

四)

代
僧
を
し
て
一

む
所
に

非
ず
、
寧
ろ
勞
働
輿
の

*
業
的
紐
織
を

援
助
す 

k

道
賃
率
€

同
じ
く
確
實
な
ら
し
む
る
こ
^

、
S

)

營

る

に

、
.
政
治
上
の
行
動
に
依
る
，立
法
的
計
®
を
以
て
せ 

■̂

保
險
會
®i
G
 

_

象
收
乃
.

A

.

J

j戰
：

f

は
.
れ
ナ
る
：
一

ん

ヒ

，
す

る

も

の
.な
り

.
。.而
し
T

.智
的
勞
働
激
も
亦 
一■般 

が
如
く
、
關
係
事
業
.

S
：

聯
合
委
員
脅
に

於
て
、
原
.料
品

勞

働

運
動
に
：加
ふ
る
の

一
事
は
、
財
政
.上
の
新
計

#
に 

q
m
v
i
.

的
購
質
讲
に
分
配
ゼ
行
ひ
へ
標
準
物
資
に
對
し
、

\

於
て
、
大
な

る
^
.
階

級

の

利

键
»|
係

を

同一
體
に
.
化

せ 

;

エ|
|

倉
雕
、
小
賈
店
鋪
に
；於
け
る
最
高
價
格
を
決
定
す_

ん
ミ
す
る
の
方
針
に
依
.て
、之
を
知
る
を
得
べ
し
。
即 

る
從
來
の
制
度
を
決
定
す
る
こ
ミ
の
諸
點
に
し
て
、
同

ち

日

く

如

■
に
し
て
職
時
に
於
け
る
財
政
上
の
負
擔
が 

時
に
赁
銀
、
住
家
、
敎
育
、
_休
®

、
健
康
、分
.姚
準
備
、

國
民
に
依
て
荷
は
るA

が
、
叉
如
何
に
し
て
必
要
な
る 

興
他
貧
困
、
疾
病
、
健
康
等
に
對
す
る
完
全
な
る
'保證收入が：

_

雕
G

收め

&

る
，
、

や

の

問

題

.に

就

，
て

は

、

大

第

十

三

锻

O
Q
3L
C

雜

錄

英

國

の

勢

働

®
は
何
を
要
求
す
名
や 

笫

八

號

九

九



笫

十

三

卷(

l
oaL
ニ)

雜
錄
證
の
勞
働
激
は
何
を
要
求
す
る
や

 

第
八
雛
一〇

o 

な
る
政
治
上
の
®
®
を
惹
起
す
る
に
至
る
可
く
、
此

間

あ

る

諸

法

#

の
範
固
を
搬
眼
し
、

m
に
失
業
を
救
濟
す

題
^
對
し
て
勞
働
黨
は
書
記
、
敎
員
、
醫
師
、牧
師
、中 

流
の
商
工
業
者
等
勞
働
#
ビ
同
じ
く
"
少
額
の
所
得
に 

依
賴
し
て
生
活
す
る
全
國
人
ロ
の
五
分
の
‘四
を
占
む
る

.

，
 

者
：の
援
肋
を
嬰
請
せ
ざ
る
可
■

 

t
 

,

而
し
て
*
際
の 

財
政
策
S
し
て
は
、
家
族
の
扶
助
に
必
要
な
る
毁
用
を 

:

超
過
す
る
所
得
に
對
し
T
> 

.
輩
稅
を
赋
課
し
、
國
偾 

r
の
愤
還
：に
要
す
る
财
源
を
得
る
爲
め
に
は
、
生
蒋
中
幷 

」

に
死
£1
時
に
於
け
る
，私
有
財
產
に
直
接
稅
を
賦
課
し
" 

大
額
.の
所
得
に
對
し
て
は
所
得一:

磅
に
付
き
十
六
志
乃
：
 

至
十
九
志
の
割
合
を
以
て
課
稅
じ
、
資
本
徵
課
金
の
制 

度
亦
可
な
b
と
。
,:
.

.

ン
以
：上
勞
働
黨
が
其

0

的
を
逆
す
る
手
段
ど
し
て
、
，擧 

ぐ
る
所
を
見
れ
ば
、」

必
ず
し
も
深
く
興
ミ
す
る
も
の
を 

存
せ
ず
。
其
多
く
は
現
に
行
は
る
y

立
法
を
*
張
し
た 

る
.の
«

ぁ
り
。
即
ち
最
低
赁
鍬
を
維
持
し
、「

父
最
高
勞 

働
時
間
を
限
®

す
る
爲
め
に
現
に
.
實
施
.せ
^

れ
っ
、

る
を
以
て
、
足
れ
り
^

せ
ず
、
之
を
根
絶
す
る
に
绝
ら 

ん
か
、.

略
ぼ
其
目
的
を
達
し
た
る
も
の
S

す
可
し
。
即 

ち
日
く
近
代
の
產
業
社
會
に
於
て
、
其
手
を
以
て
す
る 

と
頭
腦
を
以
て
す
る
と
を
間
は
ず
、
苟
も
勞
働
を
爲
す 

意
思
を
有
す
る
勞
働
蒋
.

の
爲
め
に
"
機
準
賃
銀
の
支
拂 

は
る
、
生
產
上
の
仕
事
を
，見
出
す
を
以
て
、
政
府
の
I

至 

上
の
義
務
^

す
る
は
'

、■
勞
働
黧
の
根
本
主
_
ビ
す
る
所 

f

o

即
ち
政
府
は
從
來
失
業
を
其
起
る
に
任
せ
、
而 

し
て
失
業
の
起
る
や
、
失
業
者
救
濟
の
爲
め
に
、
無
用 

の
勞
费
を
投
ず
る
の
常
な
り
し
が
、
寧
ろ
政
府
は
組
織 

的
に
失
業
の
發
生
を
防
逷
す
，る
を
以
て
勝
れ
^

^

す
〒 

:

政
府
^

し
て
意
を
用
ひ
ん
か
、‘
官
設
エ
事
、
諸
官
廳
幷 

に
地
方
自
治
體
の
註
文
を
調
節
し
、

一
年
を
通
じ
て
、
 

全
國
，に
放
け
る
勞
働
に
對
す
る
需
要
を
迸
一
.の
狀
態
に 

維
持
：す
る
を
得
ベ
ぐ
、

^

氣
の
好
^

を
闕
は
す
、
梦
'に 

_

業
に
就
く
者
•

の
數
に
生
中
る
變
動
，を
肪
止
す
る
.

は
.
、

.

政
府
の
*
要
な
る
.鋳
齋
な
h 

.
t
o
斯
ぐ
て
進
ん
で
近
き 

將
來
に
殺
_
せ
ん
e
ず
る
夹
業
の
解

^
策

S
し
て
お
の 

如
き
#
明
を
試
み
^

^

。

:

i 

復
員
又
は
講
和
の
第
一
年
に
於
て
、
失
業
の
發
生
せ 

ん
'ど
す
る
狀
況
に
備
上
る
に
は
、
政
府
が
直
接
に
、

一
 

或
は
地
方
圓
‘體
を
»
じ
.て
.$

都
會
ハ
村
落
、
鑛
山 

所
寐
地
に
三
商
萵
磅
の
费
用
を
：以
て
1
家
屋
を
建
築 

し
、g

學
校
の
不
足
を
補
充
し
"敎
職
員
を
雁
八
れ
"
：
’

.S

新
道
路
を
拓
き>

:
g

輕
値
鐵
道
&
敷
設
し
、
5
鐵

I:. 

道
運
河
0
組
_
を
維
.
1
:し
、
8
槭
观
を
行
ひ
、
土

地|; 

を
開
墾
し
、
5
港
_
を
改
修
し
> £

土
地
を

1

®

す

一
 

る
等
の
諸
公
共
®
業
を
命
割
す
可
く
、

「

.尙
ほ
勞
働
市
：
一
 

場
が
失
業
者
;0
增
加
す
る
勢
に
依
て
、
滕
迫
せ
.ー
ら
る
一
'' 

:
>の
^

^
ら
ん
.か
、
(a
)
義
務
f

の
，
年

限

を

十

六

歲
 

.

に
引
土
げ
、
(b
)
中
等
以
上
の
學
校
に
於
け
る
獎
學
給
' 

與
金
の
制
度
を
霞
し
。
5
:八
時
聞
以
«.
に
靑
年
勞
：：
.

：

働
考
0

勞
働
唆
間
ゼ
短
嚇
し
、
彼
等
を
.

し
て
畫
間
技
一
. 

.
f
l
翁

c
l
o
s
e'
雑
、

-錄

!•
英
國
の
勞
麗
は

.
鳴
學
椽
K
於

气•

擧
せ
し
び
可
く
、
最

雪

方

法

ドi

し
て
は
、
成
年
勞
働
者
に
對
し
て
、
a t

標
準
賃
鈒 

を
維
持
し
な
M

&
.
、
勞
働
時
間
を
四
十
八
時
間
以
下 

_

に
短
縮
す
る
の
策
を
行
ぅ
を
得
べ
し
。
蓋
し

1

部
の 

勞
働
者
が
失
業
し
つ
、
あ
る
の
時
•

に

.、

他

の

一
部

の
 

勞
働
者
が
長
時
間
.

の
勞
働
^

從
5

が
如
§
ば
ヽ
經
濟 

上
ょ
-C

v

云

，
ふ

も

、
^

他
0

.

方
而
ょ
6

見
る
も
、
之
を 

J H

當V
.

す
る
理
由
な
き
を
以
て
な
6

。 

勞
働
黨
好
斯
る
罾
を
發
表
せ
る
に
就
て
哆
、
自
ら 

一
場
の
0

0

あ
6

 

o

即
ち
_

領
發
表
の
十
八
個
，月
前
：デ 

ョ
1

ジ
、
ラ
ン
.

ス
バ
リ
ー
氏
を
首
領
ビ
す
る
.I

削
は
偸 

敦
ベ
ラ
ル
ド
紙
上
：に
社
會
改
造
の
要
項
を
發
表
し
た
4

 

が
、
此
要
項
乙
を
十
八
個
月
後
に
或
る
訂
迅
’を
經
て
卜 

勞
働
黨
の
鋼
诹
ミ
し
て
#
上
に
公
け
に
せ
ら
れ
た
る
も 

の
な
b

o

今
所
謂
? :

シ
'

ス
>

义
|

>

へ
ー
フ
水
ド
綱
領

«: 

る
も
の̂

引
抄
す
れ
，ば
實
に
犮
の
如
し
。

富
0
镦
發
钟
簾
得
_

等 

を

票

'f.
為

, 

第

八

雜I
G
1



笟
十
三
涵
2

0

五
四)

,錄英
劻
の
勢
锄
戧
，は何な要求すざや

第

八

雛

一〇ニ

⑷
土
地
私
有
潜
幷
に
資
本
家
を
廢
棄
し
、
個
八
的
辛 

勞
に
對
し
て
、
相
常
の
報
酬
を
與
ふ
る
の
外
、
' 

何
等 

の
賠
偾
を
支
拂
は
ざ
る
こ
と
。
^
哭
女
勞
働
者
に
し 

て
勞
働
の
意
思
を
有
ず
る
以
上
は
、
彼
等
を
要
す
る 

何
等
の
仕
辦
の
存
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
も
、
恰
も
兵v 

卒
•か
戰
帮
に
双
は
ず
し
て
、
尙
ほ
給
與
を
受
く
る
が 

如
く
、
賃
銀
を
支
給
せ
ら
る
、
も
の
と
し
、
且

0

總 

て
贝
女
勞
働
者
に
：對
し
て
、：

同
額
の
支
拂
を
爲
す
も 

の
S

す
る
こ
と
。
(c
)
現
在
の
資
ホ
®
^
產
組
織
に
代 

ぅ
る
に
、
國
有
辦
業
の
下
に
勞
働
漭
の
經
營
に
參
加
：
 

す
る
制
度
を
認
む
る
乙
ビ
ぺ
此
方
法
は
奪
に
鑛
山
、
：

「

鐵
道
、
造
船
侮
運
ヽ
電
燈
、
: «

ヵ
ヽ
.
芄

斯

、
，
：
水

ヵ

等
 

に
適
用
せ
.
ら
る
可
し
。)

(C
l
)
國
家
は
鑛
山
、
鐵
道
、
船 

舶
ヽ
土
地
等
を
所
有
し
*

る

後

、;.
之

を

職

工

組

合

に
 

貸
渡
し
、
且
つ
紙
合
員
を
し
て
現
在
の
貨
幣
偾
値
に 

於
て
一
日
に
付
き 

一
# /

の
最
1 S
W

锊
所
得
を
獲
得
せ 

し
む
る
の
條
件
を
阡
す
る
こ
と
。

,
.
.
.男
女
_

濟
的
獨
立
.

全
國
0 .
產
業
が
前
項
に
述
べ
た
'

る
基
礎
に
_

て
、
組 

織
せ
..ら
る
\.時
»

の
到
來
ず
る
ま
で
、
前
項
•.に
包
合 

せ
ら
れ
ざ
る
淹
業
'

の
勞
働
者
は
家
庭
の
®

人
等V

J

典 

に
、
下
に
揭
ぐ
る
方
法
0

ー
 

以
上
に
依
て
、
生
活
の 

標&

を
保
證
せ
ら
る
可
し
。
( a
)

ll
l

家
に
收
用
せ
ら
れ 

ざ
る
資
本
家
の
利
澗
に
赋
課
し
た
る
微
■
♦

の
收
入 

に
依V

、

最
低
賃
銀
を
保
證
す
る
こ
5

、
(b

)
典
卒
の 

家
族
た
る
婦
人
勉
ー
童
に
對
し
て
は
、
現
在
0

戰
_
に 

於
け
る
手
當
金
を
«

績
し
、
且
つ
增
加
す
る
こ
ヾ
し
 ヽ

(c

)
懷
姙
恵
與
金
幷
に
學
齡
以
內
に
於
け
る
兒
貴
狻
育 

費
を
僧
加
す
る
.

こ
と
、
0

養
老
年
金
を
加
重
し
、
年 

金
權
を
生
ず
る
年
齡
を
低
下
す
る
^」

と
、
⑷
生
活
!

 

の
增
加
す
る
に
隨
^
ヽ
戰
镇
年
金
其
他
の
年
金
を
改 

疋
す
る
こ
と

(f
)

濠
洲
、
加
奈
陀
、
新
西
蘭
の
標
準
支 

で
に
r c
-

ハ
卒
の
給
與
b

引
上
ぐ
る
こ
S

。

上
記
0 ;
_

齓
^

^

1

1

:

1

«の「

跻
1|
'
]
:

に
基
礎
を
：1

き
、た
ぐ

こ
> £

を
認
め
ざ
る
.

可
か
ら
す
。
第

一

は
共
同
の
^
:
益
の 

、爲
め
に
、
私
人
の
富
を
沒
收
す
る
社
會
權
に
し
'

て
、
悟 

も
今
日
國
家
が
公
共
の
刺
益
の
爲
め
に
ヽ
私
人
の
生
命 

.

を
徵
發
す
る
も
の
と
異
な
ら
ず
。
第
一1

は
富
の
平
等
幷 

ぐ
に
生
產
に
對
す
る
能
力
の
相
違
に
.

狗
は
：ら
す
、
J 8

女
に
一 

對
す
る
經
濟
的
獨
立
に
關
す
る
社
會
的
希
望
に
し
て
、
：
一
 

第
三
は
直
接
に
事
槳
に
關
係
ぁ
る
勞
働
者
自
身
に
侬
て 

::

事
業
を
經
營
し
、; -

管
a

す
る
：こ
と
是
れ
な
&

。
ラ
：ン
ス
一 

ペ

リ

ー

、

へ

ラ

^

ド

綱

領

の

ニ

部

に

，口

 

く
®
人
は
總
て
一 

0 ,

勞
働
脔
にi

P

て
V

枏
當
：の
生
活
の
維
持
せ
ら
る
>

 

j 

所
得
を
保
證
せ
ざ
る
可
が
&

ざ
る
の
み
な
ら
す
、
仕
事
一 

が
治
者
階
級
の
下
に
行
は
る
、
賤
役
た
る
に
止
ま
る
の

\ 

狀
態
を
一
新
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。.

勞
働
翁
自
ら
產
業
の

I 

管
理
權
を
掌
搌
す
る
こ
V

J

R

依
て
、
勞
働
者
は
日
常
の 

勞
働
に
於
て
、
自
&

を
牧
む
.

る
を
得
べ
し
。
產
業
の
國 

有
は
勞
働
#
を
し
て
宵
僚
的
機
關
の
訓
練
に
服
從
せ
し 

む
る
も
の
に
非
ず
、
却
て
職
工
組
合
を
®

じ
て
、

一
般

第
十
1
1
1卷

0

〇
五
五
.

)

雜

II
，錄英
國

0
赞磡

mJr
, に

有
利
な
る
生
產
組
織
を
#

f

t

し
む
•

る
を
猾
■

ベ
へ
し。
’

1

 

方
に
生
產
方
便
の
國
有
ぁ
-
^
、
他
の
一
方
に
組
織
ぁ
る 

勞
働
が
產
業
を
管
理
し
て
、
.始
め
て
產
業
社
會
に
於
け 

る
個
人
的
&

电
の
唯
一
の
保
證
た
る
可
き
な
ヶj
と
ゃ 

以
上
の
綱
領
は
之
鉍
後
に
勞
働
黨
の
發
表
し
た
る
も 

の
に
此
較
す
れ
ば
、
大
に
趣
意
の
明
瞭
な
る
を
稱
す
る 

を
得
べ
し
。
其
進
ん
で
ヽ
上
院
を
爝
|[
:

し
、
之
に
代
つ 

て
咎
種
職
業
園
體
© .
,

代
表
者
^
以
て
一
院
を
組
織
す
る 

こ
ミ
を
主
張
し
稱
號
、
榮
典
の
廢
止
を
耍
求
し
、
各
國 

人
说
を
し
て
自
由
に
世
界
0 :
通
商
幷
に
原
料
品
に
接
近 

せ
し
む
る
こ
(£
■

を
唱
通
し
た
る
が
如
き
、
特
に
：注H

S

を 

要
す
る
所
な
ら
.0 

E

前
項
に
擧
げ
た
る
：が
如
き
社
會
改
造
の
諸
要
仲
は
近 

文
'

の
國
家
に
於
T

、實
行
し
得
：ベ
，き
も
の
な
y

や
s r

や
。
 

此
問
題
を
職
.

究
す
る
R

'

は
，>

 

左
：の
四
點
.

に
注
目
せ
ざ
る
' 

可
か
ら
1 >
0

i ：

を
獎
'求
，す
る
'
や
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• 

i 

I

.
牢

三

海

(

1

0

5

0
雜 

' 

錄

英

11
6,

勞
働
^

ば
#

&
栗
來
す
る
や 

笫
八
號
一
〇
拽 

第

I
、

前
記
_

?-
1

*

«
の
多
<

«

英

國

把

於

で

，
ヽ

將

從

躇

ぜ

W

る
可
し
。
如
何v

j

な
れ
ば
一
般
人
民
は
_
家
が 

又
歐
洲
大
.陸
の
交
戰
■

に
於v

實
行
ぜ
ら
托
ヽ
,
四
'年

國

の
.防
識
の
.蹲
め
は
、

を
强
制
し
て
、
其
生
命
ず 

の
實
驗
を
鏃
.
て
、
合
衆
國
^

實
行
せ
ら
.
る
>

も
，の

か

ぁ

ら

、
之

を

,

た
し
む
る
，

.の
，事
實
を
自
擊
し
た
&
。
隨
て

6

,

。
而
し
て
開
戰
の
當
初
に
想
像
•
.せ
■

ら
れ
た
る
ょ
6

も 

結
*

の
&

双
な
る
を
得
.

か
る
ば
.

、
明
0

:

の
事
實
に
し
て
、
 

喺
間
題
ヒ
す
る
所
は
戰
時
0

#

«

ビ
し
て
W

0

せ
ら
れ 

た
る̂

.

の
が
雄
時
の
#
竅
犮
る
を
得
る
や
否
や
の
一
點 

に
外
な
ら
ず
o

第
|:|戰
時
急
迫
ぜ
る
事
情
の
下
平 

和
，時
代
‘

に
實
行
せ
ら
れ
ざ
る
計
畫
に
可
能
性
を
與
へ
た； 

る
狀
況
は
一
に
心
理
的
要
素
^

基
： -

も
の
な
6

。：
戰
時 

に
於
て
は
叙
會
は
燥
急
の
意
思
を
以
て
事
を
^
す
れ
ざ 

も
、
' 

平
時
に
於
て
は
、
其
決
定
自
ら
遲
鈍
な
ら
ざ
る
を 

?

 

o

第
2

苦
し
も
勞
働
洛
0 :

多
數
に
し
て
集
康
的
W

 

锻
例
へ
ば
、
蟹

、
船
舶
、
鑛
山
ヽ
石
炭
分
配
、
代
價 

公
定
等
が
戰
時
に
於
て
生
じ
尨
る
^

同
一
の
結
®

を
^

 

時
に
於
て
生
せ
ざ
る
も
のV

J

信
ず
る
も
、
尙
ほ
彼
等
は
- 

戰
時
の
t

靈
ミ
し
て
、
惯
熟
し
た
.

る
强
制
を
施
す
に
.躊

事
情
の
^

.

f

す
S

場
合
に
.ば
、
國
の
安
寧
を
，維
持
す

\

る
爲
め
に
、
財
産
家
を
し
て
其
財
淹
を
放
擲
せ
し
む
る

|

も
、
亦
不
可
な
ら
ずV」

す
る
思
想
を
生
す
る
は
、
當
然

に
し
て
、
軍
事
上
.に
於
け
る
英
役
の
徵
慕
は
富
の
微
慕

に
對
し
て
、
4

の
先
驅
を
爲
せ
る
も
0 .

な
る
の
み
。
第

.

四
旣
往
數
年
間
生
命
を
危
險
な
る
境
地
に
髑
き
た
る
數

瓦
萬
o .

胃
ギ
、
夫
や
愛
人
を
失
ひ
た
る
多
_

0

婦
人
は

一::
:
.社
會
改
度
の
爲
め
：に
行
は
る
、
急
進
的
計
盡
が
®

a

や

:■
■
人
心
の
安
.

全
や
：、
富
考
0 ,
社
會
的
幸
福
を
傷
く
る
の
恐

\

れ
ぁ
ヴ
ビ
す
る
も
、
決
し
て
躊
踏
す
る
も

0 -
に
非
ず
。

新
選
擧
區
に
橫
溢
す
る
戰
後
の
心
理
は
f t

會
的
*

®

K

:

於
て
、
米
赡
ミ
冒
險
^
を
恶
求
し
て
已
ま
ざ
る
な
6
0
.

集
產
主
義
即
ち
生
：產
分
配
交
換
の
諸
方
便
を
社
會
に
. 

於
て
'所
有
し
へ
,
M
 
.
0
.

之
を
支
配
す
る
の
主
義
は
.戰
f-

に

B
a
a
w
l
w

s
a
iBili

i
M
M
i
i
i
l
i
li
i
^
a
i
iB

i
i
a
M
g
a
i
—

—
i
i
^
B
i
a
i
i
a
s
a
i
i
w
a
i
a
a
a
s
a
i
a
g
^

M '

_

先
だ
づr

m
i

十

弗

間

、
西
欧
の
：文
TO
諸
國
代
於

1:
'夙
^

-

主
張
せ
ら
れ
た
る
所
3 ：
り
。
而
し
で
此
理
由
に
撳
り
、
 

瓦
斯
、
水
道
、
南
街
鐵
道
ば
歐
洲
諸
國
に
於
て
多
く
市 

冇
ヒ
爲
ぅ
、
鐵
處
も
亦
國
葙
に
'

歸
し
、
殊
に
i

:'
v

f r 

M

I j
R

於
て
は
公
益
事
業
に
.

翻
す
る
國
家
«

«

は
：
1

0

 

.

主
義
を
以
て
因
せ
.

ら
る
、
に
至
れ
;!
>

:

。
然
も
辦
業
ょ
6

 

生
ず
る
利
益
，を

|
:

定
の
限
度
に
制
限
し
、
承
認
，せ
ら
'れ 

た
.

る
生
活
標
準
を
超
過
す
.

5

_

餘
は
先
づ
#

會
化
»
す 

可
く
、
個
入
に
撤
す
可
か
ら
ざ
る
の
^

) «

は
容̂
,

に
|
|
: 

め
&
る 

>

に
：至
ら
ざ
b

き
；。
然
る
に
戰
^

は

^

般

の

事
 

情
を

1

新
し
、
集
產
主
義
0

實
行
を
不
可
能
と
し
た
る 

總
て
の
_

i r

は忽にしてし

f

 

 ̂

i

s

^

 

r

a

l

1

十
四
時
問
內
に
於
て
、
多
年
來
囟
國
の
實
際 

家

が

國

民

の

，
能

^

^

に
安
寧
^

致
命
傷
を
與
ぅ
可
し
と 

論
じ
^

る
.

所
を
實
行
し
、「

先
づ
鐵
逍
を
國
家
め
管
理
に
：
 

移

し
; >.

爲
替
.手
形
の
支
遍
を
|

し
、
海
上
保
■

の
«
 

燦
を
»

象
的
，企
業
ビ
し
'/
2

り
。
，切
ち
私
人
資
木
象
は
隊 

0

i

$

,
 

- 

o

i

 

雜

錄
 

i

i

i

鼉I
jm

B
n

w
g

i
M

i
i

J
I

B
i

i
i

B
i

l
a

iB
i
w
H
a
a
g
g
i
g
a
g
g
i
s
a
i
g
M
l
l
w
i
a
a
l
ei

M
B
B
i
B
B
B
B

家
^

依
て
救
助
ぜ
&

る
く
ビ
共
^

、，_

家
^

锻
て
、

S
 

_

督
せ
ら
れ
、
資
本
は
：軟
府
の
認
可
を
經V

、

放
下
せ
.ら
：
 

れ
、
爲
替
の
調
節
亦
政
惭
の
職
務
と
爲
り
、
1

務
乞 

遂
行
す
る
‘
爲
め
に
、
外
國
有
價
®

券
に
し
て
、
私
人
の 

I

1 M
-

産
た
'
る
も
の
.は
國
寒
の
微
修
す
な
所
ビ
爲
b

、一
方
- 

H

石
炭
船
.舶
は
事
實
上
，國

家

に

侬

て

支

«

せ

ら

る

、

芩 

\

共
に
、
國
家
は
'砂
糖
.、

小
麥
、
成

る

®
類
の
金
扉
幷
に 

原
料
品
.
の
輸
入
を
獨
占
じ
、
其
代
價
を
公
忠
.し
、
其
分 

配

を

管

理

し

、
つ
續
び
て
毛
織
物
、
皮

革

、

被
服
ヽ

：
«

、
：

. 

M

獸

ヽ

麵_

綠
造
0

諸
業
亦
國
家
の
制
.
<
”を
受
く
る
に
. 

至
れ
り
。」

^

即
ち
以
上
は
f

主
義
若
し
.

彳
は
集
產
主
義
が
看

'々 

實
行
：せ
ら
れ
た
る
實
例
^

し
で
、
« ■

際
家
の
如
き
は
、

. 

閑
散
な
.

る
'

時
代
に
、
如
^

唤
る
注
1

2

^

施
し
て
、
是
等
：
 

の
主
義
を
實
行
せ
ん
と
ず
る
も
、〔

結
局
實
f r

不
可
能
な
” 

る
か
、.

然
$

ず
ん
'

ば
有
害M

'

る
こ
と
を
切
笥
し̂

:

る
：に
：
 

拘
は
ら
ず
、
戰
時
經
濟
上
.に
社
會
上
に
幾
多
の
變
動
染

S

を̂

求
す
る
.や 

^
 

.

.
第
八̂

1

0

.
和
.



0

£

$

2

〇
芄
八)

雜
，
錄
英
の
勢
働
激
は
何
‘
恶
求
す
る
ゃ

起
れ
る
際
に
行
は
れ
て
ヽ
成
效
を
示
し
/ 2

る
ば
、
著
し 

き
事
實
な
6

ビ
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

..

ラ
ン
ス
バ
リ
ー
、

へ
ラ
々
ド
綱
領
は
旣
に
之
を
揭
げ 

た
る
が
、
同
綱
領
に
於
て
宽
き
を
置
く
所
は
富
の
完
全 

な
る
徼
發
と
所
得
0 .

:平
等
と
の 

一一̂

な
ぅ
。
而
し
て
所
一 

得
の
卒
等
ビ
稱
す
る
破
、
.:i
日
一
磅
の
割
合
を
以
て
、 

國
氏
的
最
小
賃
鈒
を
要
求
す
る
も
の
に
し
て
、
此
間
題 

K

M

て
は
立
案
者
自
ら
左
の
如
き
說
明
を
試
み
た
り
。
 

最
低
所
得
法
定
の
制
度
の
實
行
し
得
ち
る
可
き
も
の

\

 

な
る
や
否
や
の
間
題
に
就
て
は
、
戰
爭
當
時
に
於
け 

る
經
濟
上
の
事
實
R

m

り
、
，其
實
行
し
得
ら
る 

>

 

も
ノ 

の
な
る
こ
^

を
主
張
せ
ん
ど
す
。
：蓋
し
戰
淨
中
國
家

| 

は
一
V

H

八
西
萬
# /

の
割
合
を
以
て
戰
費
を
費
し
た
り

| 

一
方
に
戰
爭
に
從
事
せ
ざ
る
者
を
維
持
す
る
に
必
要

.,
:
 

な
る
富
は
約
八
W

商
人
ょ
ぅ
多
か
：ら
ざ
る
勞
働
者
に
，
' 

依
て
、
生
産
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
I平
和
時
代
に 

於
て
は
、
生
廒
勞
働
溝
^

る
用
を
爲
す
可
き
者
は
^

^

樊

®
. 

. 

r
〇
：卒

，

女

勞

働

者

幷

は

小

兒

を

加

：へ
て
、.

！

千

五
西
萬
人
に 

上

る

？
稱
せ
ら
る 

>
に

對

し

て

、

戦

時

に

於

て

は

、 

此

數

の

一

半

は

戰

爭

又

は

堪

需

品

製

造

の

如

き

、

不 

生

it
的

事

業

に

使

役

せ

ら

れ

ざ

る

を

得

す

。—

隨

て

戦

：
 

時
に
'於

て

、

戰

鬪

員

幷

に

此

以

外

の

一

般

人

民

の

生 

活

を

維

持

す

る

爲

め

に

、
勞

働

し

た

る

者

は

以

上

の 

勞

働

考

の

一

半

に

し

て

、
然

も

ft
㈥

に
は
老
人
#

K 

小

兒

の

居

れ

る

こ

と

を

知

ら

ざ

る

可

か

ら

ず

。
故
に 

戰

時

の

經

驗

ょ

ぅ

云

ふ

ビ

き

は

、
需

要

®

大

に

し

て

、 

然

も

旣

往

三

年

！！
に

於

け

る

如

く

、

其
存
續
■の
保
證 

せ

ら

る

y以

上

は

.、
之

に

應

や

る

に

必

要

な

る

富

は 

一
般
に
想
像
せ
&

る

V
ょ

り

も

、
容

易

に

生

產

せ

ら 

る

>を
得
ベ
く
、

,隨
て
，戰

時

三

年

間

戦

爭

に

侬

て

保 

證

せ

ら

れ

た

る

大

な

み

消

費

は

戰

後

に

於

て

ば

、
勞 

働

者

の

生

活

程

度

を

高

き

標

淮

點

に

維

持

し

て

ヽ

以 

て

之

を

保

證

せ

ぎ

る

可

か

ら

す

。
怫

蘭

西

幷

に

白

耳 

義

R
於

て

、
‘今

現

に

家

屋

を

破

墩

ず

る

に

忙

は

し

き

人
々
は
戰
後
页
妃
良
好
な
る
家
屋
を
建
築
じ
、
食
物 

原
料
品
を
生
產
す
る
に
必
要
な
6

復
舊
箏
業
に
當
り 

勞
働
澍
の
增
進
す
る
沧
©
;̂
應
ず
る
に
必
要
な
る
生 

產
力
の
增
加
を
命
つ
.る
に
忙
は
し
か
ら
ざ
る
可
か
ら 

ざ
る
や
ヽ
論
を
俟
た
^
。

：

.

喪
す
る
に
現
時
0

敎
育
訓
練
を
以
て
す
る
も
、
物
資 

幷
に
能
カ
に
於
け
る
國
民
的
富
源
を
統
—

調

整

し

.て

以 

て
生
産
を
僧
殖
す
る
を
得
る
の
程
度
ばS

往
に
於
け
る 

ょ
ぅ
も
、
.將
來
に
於
て
大
な
る
こ
ど
を
認
め
ざ
る
可
か 

ら
ず
。
蓋
し
從
來
戰
带
の
爲
め
に
、
兵
卒
ビ
爲
れ
る
五 

百
萬
人
の
勞
働
潘
ゃ
、M

需
品
の
製
造
に
從
ひ
た
る

ニ 

W

萬
人
の
勞
働
者
は
相
率
ひ
て
生
：產
事
業
に
復
歸
し
殘 

餘
の
勞
働
者
ミ
典
に
、
勞
働
に
就
か
ん
か
、
以
て
高
き 

生
活
程
度
を
維
持
す
る
.
に
、
難
か
ら
ざ
る
な
6

C
 

斯
く
論
じ
來
る
と
き
は
、
菩
人
は
ユ
ル
ク
I

ド
、
ミ 

丨
/

氏
が
メ
ト
ロ
^

リ
ン
雜
誌
に
於
て
、
濠
洲
の
國
家 

祉
會
主
義
に
就
て
、
論
述
し
た
る
所
を
囘
想
せ
ざ
る
を

得

ず

、
：
左
に
之
.を
引
抄
す
可
し
ゃ 

吾
人
は
此
’國
吵
泰
限
♦
ら
れ
た
る
政
府
の
行
動
ビ
濠 

洲
幷
に
新
.西
蘭
に
於
け
る
民
主
的
政
策
ビ
を
比
較
：し 

て
、
粗
雜
に
し
て
、
運
用
に
適
せ
ざ
る
立
法
が
如
何 

に
誤
れ
る
も
の
な
る
や
を
明
に
す
可
し
。
兩
殖
民
地 

に
於
け
る
民
衆
の
監
督
は
：英
國
に
於
け
る
ょ
り
も
遙 

に

直

接

に

行

は

.
る

 

>
 
の
み
な
ら
す
、
政
治
は
產
業
上 

祉
會
上
の
行
動
に
，重
き
を
置

く

の

«

ぁ
り
。
濠
洲
幷 

に
新
W

蘭
に
於
て
は
、
政
府
は
鐵
遒
、
堰
信
ヽ
馄
話
 ヽ

通
連
郵
便
の
諸
事
業
を
緻
營
し
ヽ
灌
漑
、
水
逍
亦
政 

■

府
に
屬
し
炭
碳
の
如
き
、
製
材
の
如
き
政
府
の
經
篯 

に
係
る
。
楚
れ
石
炭
幷
に
木
材
の
«

お
に
侬
て
、
課 

せ
ら
る
、
高
率
の
代
偕
に
制
限
を
加
ふ
る
の
必
挺
に 

基
け
る
も
の
な
り
。
此
他
國
家
は
船
渠
、
碇
繫
場
を 

所
布
し
、
造
船
所
、
冷
藏
倉
庫
を
所
有
し
、
大
规
模 

の
述
送
業
歡
に
對
す
る
と
同
様
の
便
®
を
小
.

規
模
：®
 

運
送
業
者
に
與
へ
ん
^

し
、

一
方
に
歐
洲
に
腐
敗
し

第
八
缚
,

-
-
i

第
.十

三

溜
0

〇
玉
灰〕

雜

錄

英
國
の
勞
働
雜
は
！

f

を
架
求
す
る
や



第
十
三
怨

(
1

0

六
o

)

 

0

易
き
货
物
を
輸
送
オ
る
に
就
て
、
汽
船
の
線
路
を
特 

_

、

の
檩
準
に
摅
ら
じ
む
：

. °
.

國
家
の
信
用
が
地
方
刚
體
の
水
遒
敷
設
を
助
く
る
の 

®

は
特
に
注
自
す
»r

き
も
の
あ
h

。
例
べ
ば
或
る
小 

都
#

に
於
て
.
、
氷
爾
の
«

設
縈
希
親
す
：る
場
合
、に
は 

中
央
政
府
ば
熱
線
な
る
棱
術
家
を
任
命
し
て
、
:
一
 

切 

の
訏
|

立
案
し
、
：
淇
經
戥
ぃ
收
入
、
負
债
偾
還
能

| 

力
を
調
赍
せ
し
め
、

一
方
に
趟
等
0

靈
が
完
成
し 

た
る
場
合
に
は
、
^

府
は
公
«

を
發
行
し
.て
、
之
を
：
 

.

.

.成
就
す
る
^

要
す
る
费
用
を
供
す
可
く
、
人
口 
ニ
千
一 

五
百
乃
至
五
千
の
小
都
#

‘に
し
て
.容
易
に
.
水
逍
の
便

\ 

觉
を
享
く
る
を
得
る
攻
办
。 

\ 

:
*
人
の
S

的
ビ
す
る
所
は
生
產
ヒ
分
.
配.

W

の
間
に
同 

一
の
^

W

を
保
た
し
め
.ん
ビ
す
る
も
0

に
外
な
.ら
，ず
。
 

戰
蠻
は
實
‘に
如
何
な
る
豸
^

の

aJ
:

t

4

H

_ic

も
必
耍
な 

る
準
備
を
供
し
、

生
產
分
船
，の
諸
方
便
を
共
同
的
に
所

解
_

1自

.

、

有

し
、
，
#

理
す
f

 

V.ビ_
の

實

衍

し

得

ら

「

る
.
、

辦

實

钇

載
 

定

，

明

し

た

レ

。

固

ょ

り

1

爭

に

侬.て
、
國
家
の
#

な
る
：襌
 

能
は
人
民
を
奴
a

化
す
る
：の
目
的
に
供
せ
ら
る
0

®

あ 

る
や
、
論
を
俟
た
ず
。
隨
て
集
產
主
義
を
解
放
の
方
便 

に
充
つ
る
も
の
ど
、
國
家
に
大
な
る
强
制
的
權
能
を
與 

ふ
る
の
具
と
す
る
せ
の
間
化
、
爭
| «

の
盛
な
る
は
'、
之

，
 

を
免
か
る

、

能
は
；ざ

る

可

しし

i
)
\
\
I
) 
s
c
/
y
i
y
l
l
c
/
v
/
s
r
,
/
)
-
* 

'
/
\
/
\
c
/

都
：市

計

畫

ミ

米

國 

: :

商

業

會

議

所

(

上)

辑

ネ

！

淸

*

米
國
に
於
け
る
商
業
會
議
所
の
近
狀
は
.
、

そ

の

政

..府
 

を
し
て
.『
商
業
會
議
所
本
來
の
職
貴
す
し
て
は
、
そ
の

地
域
內
に
存
す
る
產
業
0
:
調
避
、
指
導
、
啓
f

主
？ 

す

る
乙
ど

•は勿
'論で
.ある
が
、
ぞ
の
實
行
は
却
て
社
會

錄
英
國
の
勞
働
歡
は
何
を
喪
艰
す
る
ゃ

牛
酪
ヽ
.
鮮
肉
、
®
實
を
驗
送
す
る
に
、

i

|
!

問
題
の
解
決
、
都
市
政
策
'

の
計
畫
等̂

重
§

を
餳
く
0

 

觀
が
あ
る』

ヾ

」

日
は
レ
め
た
る
が
如
く
、亦
、
か
の
大
英 

西
背
全
書
を
し
て『

ク
タ
ー
ブ
ラ
ン
ド
市
の
如
き
は
、和 

市
の
自
治
行
政
^

し
て
は
、
最
も
發
達
し
、
且

っ

成

功
. 

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、を
の

.

故
、
ー
&
市
民
が
公
共
觀
念
一 

の
發
達
せ
る
に
も
依
を
け
れ
共
、
他
の
最
も
大
な
る
理 

曲
ビ
し
て
は
向
市
商
業
會
議
所
の
カ
に
依
れ
る
乙
ビ
を 

忘
れ
る
こy

し
が
出
來
ね』

ヾ
し
評
せ
し
め
れ
る
'
が
如
く
、 

|

 

米
國
に
於
け
る
商
業
會
議
所
が
跟
に
受
動
的
消
«

的

の

\

 

事
業
の
み
.

にv

は
滿
足
せ
す
"
常
に
商
工
紫
の
利
益
增
一 

進
l

rf
j

民
の
福
触
擁
識
ぜ
に
向
っ
て
活
動
し
て
る
の
ノ
 

は
願
著
な
る
•

事
實
で
あ
.

る
、
就
中
、
タ
リ

f

ブ
ラ
ン
、ド

.

\ 

商
業
會
議
所
に
至
て
は
、
本
涞
の
職
實
に
努
力
す
る
f

 

\ 

共
に
"

常
に
何
等
か
の
薪
し
き
試
み
を
企
て
、
、
都
ボ 

問
題
解
決
の
衝
に
當
り
、
北
米
各
都
市
の
常
事
者
か
ら 

注
目

S
れ
っ
、
あ
る
の
み
で
あ
る
、今
、本
稿
は

wi

丨
 

.
.

e
t

h
A

s
t

u
^

e
s

:

氏
.

の
、.A

m
e

r
i

c
a

n
-

 

C
h

a
m

b
e

r
s

 

o
f

'
c

o
m

-

 

第
十
3
'

泡
.

(

1

〇
六
1

)

雑

錄

$

m

f

s

m
e

r
c

e

«

る
書
^

、
'
を
0

第
.七
章
ょ
，.む
第
十1

章
.
に
.绝 

る
間
の
抄
錄
で
、
原
文
の
順
序
に
準
^
し
て
、
初
め
、
 

稿
を
ク
リ
ー
ブ
ラ
シ
ド
商
業
會
議
所
の
湖
市
事
業
に
起 

し
、
次
て
各
地
商
業
會
議
所
の
活
動
に
及
ふ
考
で
あ
る 

が
、
素
ょ
P

斷
擧
零
簡
的
の
抄
錄
に
止
ま
る
が
故
に
、
 

世
の
商
業
會
議
所
硏
究
に
志
'を
抱
く
人
々
、
都

市

麗 

に
意
を
注
く
人
々
の
參
考
に
な
る
か
ど
ぅ
か
は
颇
る
疑 

は
し
い
、
尤
も
、
商
業
會
議
所
そ
の
も
の
、
硏
究
に
就 

て
は
、
墙
を
改
め
て
見
ゆ
る
の
機
會
が
あ
る
€

思
ふ
。

H

ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
商
業
會
議
所
は
、
近
世
式
商
業
® - 

^

听
の
模
範
ヒ
し
て
、
廣
く
そ
の
名
を
傅
へ
、b
,れ
て
ゐ 

る
、
從
て
ー
般
商
4

‘槳
者
の
活
動
機
關
？
し
て
も
又
市 

民
の
公
營
機
關v

j

し
て
も
、
絕
え
す
興
味
あ
る
例
究
の 

•
P

材
ビ
な
つ
て
ゐ
る
。
曾
て
は
米
國
の
最
も
^

力
な
る 

三
十
餘
個
所
.の
、
商
業
會
議
所
書

記

長

等

が

.、

.僻
を
揃 

へ
て
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
#

議
所
を
以
て
、
最
も
都
市 

^
^
會
雜
所
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